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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保管されている物品と保管依頼者とを登録する登録部と、
　第１ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品についての情報へアクセスするためのリ
ンク情報であって、第２ユーザ端末からのアクセスを受付ける第２サーバに送信するため
のリンク情報を生成する生成部と、
　該生成されたリンク情報を前記第１ユーザ端末に送信する送信部と
　を有する仲介サーバであって、
　前記第２サーバは複数の外部サーバを含み、
　前記リンク情報は、当該仲介サーバのアドレスを示す文字列である第１リンク情報と、
各外部サーバに対応して生成され、前記第１ユーザ端末によって指定された一の外部サー
バにて実行されると、前記第２ユーザ端末からの要求に応じて当該第２ユーザ端末を当該
仲介サーバにアクセスさせるスクリプトである第２リンク情報とを含む、
　ことを特徴とする仲介サーバ。
【請求項２】
　前記送信部は、前記物品が譲渡可能である旨を示す情報を、前記リンク情報とともに、
前記第２ユーザ端末へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の仲介サーバ。
【請求項３】
　前記第２サーバは、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を提供する、
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　ことを特徴とする請求項１または２に記載の仲介サーバ。
【請求項４】
　第１サーバにおいて、保管されている物品と保管依頼者とを登録するステップと、
　前記第１サーバにおいて、第１ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品についての情
報へアクセスするためのリンク情報を生成するステップと、
　該生成されたリンク情報を前記第１ユーザ端末に送信するステップと、
　前記第１ユーザ端末から、第２ユーザ端末からのアクセスを受付ける第２サーバに、前
記リンク情報を送信するステップと
　を有し、
　前記第２サーバは複数の外部サーバを含み、
　前記リンク情報は、前記第１サーバのアドレスを示す文字列である第１リンク情報と、
各外部サーバに対応して生成され、前記第１ユーザ端末によって指定された一の外部サー
バにて実行されると、前記第２ユーザ端末からの要求に応じて当該第２ユーザ端末を前記
第１サーバにアクセスさせるスクリプトである第２リンク情報とを含む、
　ことを特徴とする仲介方法。
【請求項５】
　前記第１サーバが、前記第２ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品の譲渡の依頼が
あったことを前記第１ユーザ端末に通知するステップと、
　前記第２ユーザ端末から前記第１サーバに、前記物品の配送先を送信するステップと、
　前記第１サーバが、前記第１ユーザ端末からの要求に基づいて、配送管理サーバに対し
、前記物品を保管場所から前記配送先に配送するよう依頼するステップと
　を更に有する
　ことを特徴とする請求項４に記載の仲介方法。
【請求項６】
　仲介サーバのコンピュータに、
　保管されている物品と保管依頼者とを登録するステップと、
　第１ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品についての情報へアクセスするためのリ
ンク情報を生成するステップと、
　該生成されたリンク情報を前記第１ユーザ端末に送信するステップと、
　前記第１ユーザ端末から、第２ユーザ端末からのアクセスを受付ける第２サーバに、前
記リンク情報を送信するステップと
　を実行させるためのプログラムであって、
　前記第２サーバは複数の外部サーバを含み、
　前記リンク情報は、前記仲介サーバのアドレスを示す文字列である第１リンク情報と、
各外部サーバに対応して生成され、前記第１ユーザ端末によって指定された一の外部サー
バにて実行されると、前記第２ユーザ端末からの要求に応じて当該第２ユーザ端末を前記
仲介サーバにアクセスさせるスクリプトである第２リンク情報とを含む、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　前記第２ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品の譲渡の依頼があったことを前記第
１ユーザ端末に通知するステップと、
　前記第２ユーザ端末から、前記物品の配送先を受信するステップと、
　前記仲介サーバが、前記第１ユーザ端末からの要求に基づいて、配送管理サーバに対し
、前記物品を保管場所から前記配送先に配送するよう依頼するステップと
　を更に実行させる、
　ことを特徴とする請求項６に記載のプログラム。
【請求項８】
　前記第２ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品の譲渡の依頼があったことを前記第
１ユーザ端末に通知する通知部と、
　前記第２ユーザ端末から、前記物品の配送先を受信する受信部と、
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　前記第１ユーザ端末からの要求に基づいて、配送管理サーバに対し、前記物品を保管場
所から前記配送先に配送することを依頼する依頼部と
　を更に有する
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一つに記載の仲介サーバ。
【請求項９】
　前記仲介サーバは、前記物品の譲渡の依頼を、前記第２サーバを介して受信する、
　ことを特徴とする請求項８記載の仲介サーバ。
【請求項１０】
　前記仲介サーバは、前記第１ユーザ端末と前記第２ユーザ端末との間で取引が成立した
ことを確認すると、前記配送管理サーバへの依頼を実行する、
　ことを特徴とする請求項８または９に記載の仲介サーバ。
【請求項１１】
　前記仲介サーバは、前記第２ユーザ端末から希望購入価格を受信すると、前記第１ユー
ザ端末に当該希望購入価格を通知し、
　前記第１ユーザ端末から前記依頼の諾否を表す情報を受付けると、該受信した情報に基
づいて前記取引の成否を判定する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の仲介サーバ。
【請求項１２】
　前記仲介サーバは、
　前記第１ユーザ端末から希望販売価格を受信すると、前記第２ユーザ端末に当該希望販
売価格を受信し、
　前記希望販売価格と前記希望購入価格とに基づいて前記取引の成否を判定する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の仲介サーバ。
【請求項１３】
　前記第１ユーザ端末は、前記希望購入価格の受信後に前記希望販売価格を送信する、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の仲介サーバ。
【請求項１４】
　前記仲介サーバは、前記希望販売価格を前記第２ユーザ端末に送信することによって、
前記第２ユーザ端末のユーザに前記希望購入価格の再指定を促す、
　ことを特徴とする請求項１２または１３に記載の仲介サーバ。
【請求項１５】
　前記仲介サーバは、ユーザ情報を記憶する記憶部をさらに備え、
　前記仲介サーバは、同一の物品に関して、複数の前記第２ユーザ端末から当該物品の譲
渡の依頼を受けた場合、前記ユーザ情報に基づいて、前記取引を成立させる一の前記第２
ユーザ端末を決定する、
　ことを特徴とする請求項１０～１３のいずれか一つに記載の仲介サーバ。
【請求項１６】
　前記仲介サーバは、前記物品の譲渡に係る費用の決済処理を実行する決済処理部を更に
有する
　ことを特徴とする請求項８～１５のいずれか一つに記載の仲介サーバ。
【請求項１７】
　前記仲介サーバは、前記第２ユーザ端末から、ユーザの属性および当該ユーザについて
の過去の取引の履歴のうち少なくともいずれかを取得し、該取得した属性および履歴のう
ち少なくともいずれか一つに基づいて、取引の成否を判定する
　ことを特徴とする請求項１～３、８～１６のいずれか一つに記載の仲介サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保管されている物品の譲渡の仲介に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　いわゆるオークションサイト等を介して、ユーザ同士が中古品などの物品の売買を行う
取引形態がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－５０６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　文献１に記載の技術では、ユーザが販売の依頼（出品）を行う際、販売対象の物品につ
いての情報の入力を行う必要があり、手間であった。加えて、取引成立後、物品の引渡し
を実行するために、取引当事者のユーザが配送伝票を作成して配送業者に配送を依頼する
必要があった。この際、住所や氏名といった送り主または送り先を見ず知らずの取引相手
に開示することになり、個人情報の漏えいの虞もあった。
　本発明は、ユーザ間で行われる物品の取引を支援することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、一の態様において、保管されている物品と保管依頼者とを登録する登録部と
、第１ユーザ端末からの要求に応じて、前記物品についての情報へアクセスするためのリ
ンク情報であって、第２ユーザ端末からのアクセスを受付ける第２サーバに送信するため
のリンク情報を生成する生成部と、該生成されたリンク情報を前記第１ユーザ端末に送信
する送信部とを有する仲介サーバであって、前記第２サーバは複数の外部サーバを含み、
前記リンク情報は、当該仲介サーバのアドレスを示す文字列である第１リンク情報と、各
外部サーバに対応して生成され、前記第１ユーザ端末によって指定された一の外部サーバ
にて実行されると、前記第２ユーザ端末からの要求に応じて当該第２ユーザ端末を当該仲
介サーバにアクセスさせるスクリプトである第２リンク情報とを含むことを特徴とする仲
介サーバを提供する。
　本発明は、他の態様において、第１サーバにおいて、保管されている物品と保管依頼者
とを登録するステップと、前記第１サーバにおいて、第１ユーザ端末からの要求に応じて
、前記物品についての情報へアクセスするためのリンク情報を生成するステップと、該生
成されたリンク情報を前記第１ユーザ端末に送信するステップと、前記第１ユーザ端末か
ら、第２ユーザ端末からのアクセスを受付ける第２サーバに、前記リンク情報を送信する
ステップとを有し、前記第２サーバは複数の外部サーバを含み、前記リンク情報は、前記
第１サーバのアドレスを示す文字列である第１リンク情報と、各外部サーバに対応して生
成され、前記第１ユーザ端末によって指定された一の外部サーバにて実行されると、前記
第２ユーザ端末からの要求に応じて当該第２ユーザ端末を前記第１サーバにアクセスさせ
るスクリプトである第２リンク情報とを含む、ことを特徴とする仲介方法および当該仲介
方法を実行するためのプログラムを提供する。
【０００６】
　本発明によれば、ユーザ間で行われる物品の取引が支援される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】仲介システム１０の概略図。
【図２】仲介サーバ３００の機能ブロック図。
【図３】仲介システム１０の動作例。
【図４】物品保管中に仲介サーバ３００にアクセスした場合にユーザ端末１００の画面に
表示される内容の例。
【図５】リンク情報の生成完了時にユーザ端末１００の画面に表示される内容の例。
【図６（ａ）】ＳＮＳサーバ４００にアクセスしたときにユーザ端末９００の画面に表示
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される内容の例。
【図６（ｂ）】ＳＮＳサーバ４００を介して仲介サーバ３００にアクセスしたときに、ユ
ーザ端末９００の画面に表示される内容の例（その１）。
【図６（ｃ）】ＳＮＳサーバ４００を介して仲介サーバ３００にアクセスしたときに、ユ
ーザ端末９００の画面に表示される内容の例（その２）。
【図７】購入希望者が現れたときにユーザ端末１００の画面に表示される内容の例（その
１）。
【図８】購入希望者が現れたときにユーザ端末１００の画面に表示される内容の例（その
２）。
【図９】ユーザ端末９００の画面に表示される内容の例。
【図１０】取引が成立したときにユーザ端末１００の画面に表示される内容の例。
【図１１】ユーザ端末９００の画面に表示される内容の例。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は仲介システム１０の概略図である。仲介システム１０は、ユーザ端末１００と、
配送管理サーバ２００と、仲介サーバ３００と、倉庫端末５００－１、５００－２、５０
０－３と、ＳＮＳサーバ４００－１および４００－２と、ユーザ端末９００とを含む。
【０００９】
　ユーザ端末１００および９００は、パーソナルコンピュータや携帯端末等の汎用の情報
処理装置であって、ネットワーク７００を介して仲介サーバ３００およびＳＮＳサーバ４
００にアクセスする機能を有する。具体的には、ユーザ端末１００には、汎用のウェブブ
ラウザや専用のソフトウェアなど、各ＳＮＳサーバ４００へアクセスしてＳＮＳサーバ４
００の機能を利用するために必要なアプリケーションプログラムが予めインストールされ
ている。ここでは、ユーザ端末１００は保管物品の所有者によって操作され、ユーザ端末
９００は保管物品の購入希望者によって用いられるものと仮定する。ユーザ端末１００や
ユーザ端末９００のハードウェアの仕様は、同一でもよいし異なっていてもよい。また、
説明の便宜上、ユーザ端末１００およびユーザ端末９００はそれぞれ一つのみ示している
が、複数のユーザ端末１００やユーザ端末９００が仲介システム１０を構成していてもよ
い。
【００１０】
　仲介サーバ３００は、例えば倉庫端末５００の管理者やサービス運営者によって運用さ
れ、保管対象の物品についての情報を管理するとともに、ユーザ端末１００およびユーザ
端末９００との間における保管物品の譲渡を仲介（あっせん）する。なお、譲渡は有償・
無償を問わない。
【００１１】
　各倉庫端末５００は、倉庫ごとに設けられ、当該倉庫の従業員によって操作される。な
お、各倉庫端末５００は物理的に独立してもよいし、一つの建物内部に設けられた複数の
保管区域のうちの一つであってもよい。同図では仲介サーバ３００と各倉庫端末５００と
は専用線にて接続されているが、ネットワーク７００を介して接続されてもよい。図１に
示す倉庫端末５００の数は例示である。
【００１２】
　配送管理サーバ２００は、例えば配送業者によって運営されるサーバであって、配送の
受付け、発送車や配送員の手配、集荷、配送、配送対象の物、配送に係る費用、その他配
送に関する情報の一切を管理する。
【００１３】
　各ＳＮＳサーバ４００は、Facebook（登録商標）、Twitter（登録商標）、Instagram（
登録商標）など、ブログ、ミニブログ、画像共有サイトなど、ユーザ同士の交流や情報の
発信や共有を目的とした、いわゆるソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）
といわれるサービスを提供するサーバである。ユーザはＳＮＳサーバ４００が提供する機
能を利用して、特定または不特定の他人に対して、情報の発信や閲覧を行う。なお、図示
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されているＳＮＳサーバ４００の数は例示である。
【００１４】
　図２は仲介サーバ３００の機能ブロック図である。仲介サーバ３００は、情報処理部３
１０と、通信部３２０と、記憶部３３０とを含む。
【００１５】
　記憶部３３０は、ハードディスクや半導体メモリ等の記憶装置であって、制御部３１９
にて実行されると上述の機能を実現するプログラムのほか、登録部３１１にて参照される
保管物に関する情報、ユーザ認証部３１２または制御部３１９にて参照されるユーザ情報
を含む。
　保管物に関する情報には、例えば、保管物を紹介するテキスト情報や画像情報、保管依
頼を受信したタイミング、倉庫への搬入や倉庫からの搬出が行われたタイミングについて
の、倉庫端末５００から取得した情報、保管の状態（保管期間など）、保管物に対する取
引の状況（譲渡対象となっているか、取引が成立しているか否かなど）が含まれる。
　ユーザ情報とは、ユーザ端末１００およびユーザ端末９００のユーザが仲介サーバ３０
０の保管管理機能やあっせん機能を利用するために必要な情報（ユーザＩＤやパスワード
などログイン情報や決済情報など）、住所・氏名・年齢・性別等のユーザの属性、ユーザ
が仲介システム１０を利用した履歴についての情報（過去に預けた物品、時期、数、物品
の種類、等、販売依頼の内容、購入依頼の内容）を含む。
【００１６】
　通信部３２０は、有線または無線によって、ユーザ端末１００、ユーザ端末９００、Ｓ
ＮＳサーバ４００と通信を行うための通信インタフェースとして実装され、第１通信部３
２９と、応答受付部３２３と、第２通信部３２４とを含む。
【００１７】
　第１通信部３２９は、送信部３２１，通知部３２２、応答受付部３２３を含み、ユーザ
端末１００と通信を行う。送信部３２１は、生成部３１３にて生成されたリンク情報をユ
ーザ端末１００に送信する。通知部３２２は、ユーザ端末９００からの要求に応じて、物
品の譲渡の依頼があったことをユーザ端末１００に通知する。また、通知部３２２は、ユ
ーザ端末１００にユーザ端末９００から受信した希望購入価格を通知する。応答受付部３
２３は、ユーザ端末１００から依頼の諾否を表す情報を受付けると、制御部３１９に供給
する。応答受付部３２３は、１以上のＳＮＳサーバ４００の指定をユーザ端末１００から
受付けると、当該ＳＮＳサーバ４００に所定の情報がアップロードされるように、該ＳＮ
Ｓサーバ４００にスクリプトの実行を要求する。
【００１８】
　第２通信部３２４は、ユーザ端末９００と通信を行う。具体的には、ユーザ端末９００
から物品の配送先、希望購入価格、および決済情報を受信して制御部３１９に供給する。
　第３通信部３２５は、配送依頼部３１４にて生成されたデータを配送管理サーバ２００
に送信する。
【００１９】
　情報処理部３１０は、１以上の汎用または専用のプロセッサおよびメモリとして実装さ
れ、生成部３１３と、ユーザ認証部３１２と、登録部３１１と、配送依頼部３１４と、決
済処理部３１５と、制御部３１９とを含む。制御部３１９は、仲介サーバ３００の全体を
制御するとともに、所定のアルゴリズムを用いてユーザ端末１００とユーザ端末９００と
の間で譲渡の取引が成立したか否かを判定する。制御部３１９において取引成立と判定さ
れると、配送依頼部３１４に必要な情報を供給する。
【００２０】
　ユーザ認証部３１２は、制御部３１９の制御の下、ユーザ端末１００およびユーザ端末
９００のユーザについての、認証や登録を行う。
【００２１】
　生成部３１３は、制御部３１９の制御の下、ユーザ端末１００およびユーザ端末９００
に提供するためのコンテンツを生成する。ユーザ端末１００に提供されるコンテンツには
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、保管されている物品や保管状況等についての情報のほか、販売のあっせんを支援するた
めの情報が含まれる。一方、ユーザ端末９００に提供されるコンテンツには、販売のあっ
せんを支援するための情報が含まれる。ユーザ端末１００およびユーザ端末９００に提供
されるコンテンツは、保管されている物品についての情報の提供、購入希望または販売希
望の受付け、あっせんの状況を確認、あっせん条件の指定の受付けなどを行うためのユー
ザインタフェースとして機能する。
【００２２】
　具体的には、生成部３１３は、保管物品の販売依頼を行ったユーザ端末１００からの要
求に応じて、当該保管物品についての情報にアクセスするためのリンク情報であって、ユ
ーザ端末９００からのアクセスを受付けてユーザ端末９００にコンテンツを提供する機能
を有するＳＮＳサーバ４００へ送信するためのリンク情報を生成する。リンク情報は、例
えば、仲介サーバ３００内のアドレスを示す文字列であって、ユーザ端末９００またはＳ
ＮＳサーバ４００にて実行されるとユーザ端末９００からの要求に応じてユーザ端末９０
０を仲介サーバ３００にアクセスさせるスクリプトである。コンテンツは、例えばＨＴＭ
Ｌで記述される。この場合、リンク情報は、例えば、仲介サーバ３００が設定したウェブ
ページのＵＲＬ（短縮ＵＲＬを含む、以下同じ）である。
　コンテンツがＨＴＭＬデータである場合、リンク情報は、例えば、ＨＴＭＬタグ自体や
、ＨＴＭＬタグやリンクタグ等からなるスクリプトである。このスクリプトは、ＳＮＳサ
ーバ４００への情報のアップロードのプロセスを自動的にまたは一部自動的に実行する。
【００２３】
　登録部３１１は、制御部３１９の制御の下、保管されている物品および保管場所を特定
する。
　配送依頼部３１４は、ユーザ端末１００からの要求に基づいて、配送管理サーバ２００
に対し、物品を保管場所から配送先まで配送することを依頼する。具体的には、制御部３
１９から取得した配送先についての情報に基づいて、配送管理サーバ２００が要求するフ
ォーマットに従ったデータを生成する。
　決済処理部３１５は、図示せぬクレジットカード会社等のサーバと接続し、ユーザ端末
１００およびユーザ端末９００との間でなされた取引に係る決済処理を実行する。
【００２４】
　図３は仲介システム１０の動作例を示す。ユーザ端末１００のユーザは、ユーザ登録を
済ませた後、物品の保管の依頼を仲介サーバ３００に送信する（Ｓ１０２）。
　仲介サーバ３００は、保管物に関する情報を配送管理サーバ２００に提供し、仲介サー
バ３００が指定した倉庫に配送するなどの処理を経て、倉庫端末５００から入庫完了の通
知を受け取ると（Ｓ１０４）、当該ユーザ用に設定されたコンテンツ（以下、「管理ペー
ジ」という）に当該通知を反映させることによってコンテンツを更新する（Ｓ１０６）。
仲介サーバ３００は、ユーザ端末１００からの要求に応じてあるいは自発的に、コンテン
ツを表すデータ（以下、コンテンツデータという）をユーザ端末１００へ送信する（Ｓ１
０８）。
【００２５】
　ユーザ端末１００がコンテンツデータを受信すると、ユーザ端末１００の画面に図４の
ようなコンテンツが表示される（Ｓ１１０）。この例では、コンテンツは、画像ＩＭＧ、
ボタンＢＴ１、ボタンＢＴ２、およびオブジェクトＳＴを含む。画像ＩＭＧは、ユーザに
よって提供されまたは倉庫端末５００の作業員によって撮影された保管物の画像データで
ある。ボタンＢＴ２は、この保管物を販売対象とするために用意されたものである。オブ
ジェクトＳＴは保管物の状態を示すメッセージである。
【００２６】
　ユーザ端末１００のユーザは、仲介システム１０を利用してこの保管物を他人に販売し
ようと決定した場合、ボタンＢＴ２を選択する。すると、ユーザ端末１００から仲介サー
バ３００に販売要求が送信される（Ｓ１１２）。仲介サーバ３００は、この要求を受信す
ると、リンク情報を生成して当該リンク情報に基づくコンテンツデータを生成する（Ｓ１
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１４）。生成されたコンテンツデータはユーザ端末１００に送信される（Ｓ１１６）。コ
ンテンツデータを受信したユーザ端末１００は、該コンテンツデータに基づくコンテンツ
を表示する（Ｓ１１８）。
【００２７】
　図５は、このときユーザ端末１００の画面に表示されるコンテンツの例を示す。コンテ
ンツは、オブジェクトＭＳＧ１、およびリンク情報ＬＮＫ１およびＬＮＫ２を含む。オブ
ジェクトＭＳＧ１は、生成したリンク情報ＬＮＫ１またはＬＮＫ２をＳＮＳサーバ４００
へ提供するための操作の実行をユーザに促すメッセージを表示する。なお、このときオブ
ジェクトＳＴには保管物品が売り出し状態にあることが表示されている。
【００２８】
　リンク情報ＬＮＫ１は、仲介サーバ３００内の所定のディレクトリに置かれたウェブペ
ージのＵＲＬであって、この商品についての情報が記述され、購入希望の受付けを行うた
めのウェブページへのリンクを表す文字列である。ユーザは、マウスや指などを用いてこ
の文字列をコピーする操作を行った後、所望のＳＮＳサーバ４００にアクセスして、自身
が管理するコンテンツ（例えばブログ）の作成画面を開き、当該作成画面にて該文字列を
ペーストする操作することにより、該作成中のコンテンツに該文字列を挿入する。所定の
操作をユーザが行うと、作成したコンテンツ（ブログ記事やツイートなどの投稿）がＳＮ
Ｓサーバ４００にアップロードされる。
【００２９】
　リンク情報ＬＮＫ２は、例えばＳＮＳサーバ４００ごとに用意されるアイコン群であっ
て、クリック操作やタッチ操作等によって、リンク情報や当該リンク情報に関連する情報
をＳＮＳサーバ４００にアップロードするためのスクリプトを、ユーザにて指定された１
以上のＳＮＳサーバ４００に送信する。
　なお、この例ではリンク情報としてリンク情報ＬＮＫ１およびＬＮＫ２が生成される例
を示したが、リンク情報ＬＮＫ１およびＬＮＫ２のうちどちらか一方のみが生成されても
よい。
【００３０】
　こうしてユーザがリンク情報ＬＮＫ１やリンク情報ＬＮＫ２に関する操作を行い（Ｓ１
２０）、リンク情報自体あるいはリンク情報に関連するスクリプトがＳＮＳサーバ４００
に提供されると（Ｓ１２２）、ＳＮＳサーバ４００は所定のコンテンツを生成する（Ｓ１
２４）。すなわち、投稿内容のＳＮＳサーバ４００へのアップロードが完了し、他のユー
ザ（投稿者のユーザも含む）が閲覧可能な状態になる。ユーザ端末９００からの要求に応
じて、ＳＮＳサーバ４００は該生成したコンテンツを送信することにより（Ｓ１２５）、
ユーザ端末９００には当該コンテンツが表示される（Ｓ１２６）。
【００３１】
　図６（ａ）は、ユーザ端末９００がＳＮＳサーバ４００にアクセスしたときに、ユーザ
端末９００の画面に表示されるコンテンツの例を示す。この例では、ＳＮＳサーバ４００
はブログサイトを提供するサーバであり、ユーザ端末１００のユーザは予めＳＮＳサーバ
４００に自分のブログページを持っているとする。
　この例では、コンテンツは、エレメントＥＬ１、ＥＬ２およびＥＬ３で構成されている
。エレメントＥＬ１は、ユーザ端末１００のユーザがブログ作成画面にて入力したテキス
トである。エレメントＥＬ２は、ユーザ端末１００のユーザが、管理ページにおいてコピ
ー操作した文字列を貼り付け（コピー）し、クリッカブルなテキストオブジェクトとして
ユーザがブログページ内の好みの位置に配置したものである。エレメントＥＬ３は、ユー
ザ端末１００のユーザが、管理画面で表示されている画像ＩＭＧ１に対してコピー＆ペー
スト操作を行って配置したものである。
【００３２】
　図５の画面においてユーザ端末１００のユーザがリンク情報ＬＮＫ１を利用せずリンク
情報ＬＮＫ２を選択した場合は、該選択したアイコンに対応するＳＮＳサーバ４００用に
記述されたスクリプトがＳＮＳサーバ４００にて実行されると、図６（ａ）に示す画面の
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作成を支援するためのスクリプトがユーザ端末１００からＳＮＳサーバ４００に送信され
る。
【００３３】
　第１の態様において、このスクリプトには、エレメントＥＬ１、ＥＬ２、およびＥＬ３
を含む投稿内容全体が自動的に生成される命令が記述される。より具体的には、このスク
リプトは、エレメントＥＬ１は定型文として予めＳＮＳサーバ４００に登録された文書の
なかから選択する命令や、仲介サーバ３００が保有する情報に適宜アクセスしてエレメン
トＥＬ２やエレメントＥＬ３等の投稿内容を構成する情報を抽出する命令を含む。
【００３４】
　第２の態様において、このスクリプトには投稿内容の一部のみを自動的に生成すること
が記述される。例えば、ユーザ端末１００のユーザがＳＮＳサーバ４００にアクセスして
ブログ作成画面を開いた状態で、このスクリプトをＳＮＳサーバ４００が受信すると、ブ
ログ作成画面上にエレメントＥＬ２およびエレメントＥＬ３のみが自動的に挿入され、ユ
ーザはエレメントＥＬ１について入力したうえで、投稿の指示をＳＮＳサーバ４００に送
信してもよい。要するに、このスクリプトはユーザ端末１００のユーザが自身の所有する
保管物が販売対象となっていることをＳＮＳサーバ４００が提供する機能を利用して告知
するための操作を支援するものであればよい。
【００３５】
　図３に戻り、ユーザ端末９００のユーザは、例えば検索サイトを介して、あるいは予め
このユーザ端末１００のブログサイトを登録しておき定期的に閲覧することで、このブロ
グページにアクセスする（Ｓ１２７）。ユーザ端末９００のユーザは、このページを閲覧
すると、Ａさんの保管品が売りに出されたことを認識する。この商品に関心を持ったユー
ザ端末９００のユーザは、エレメントＥＬ２をクリックする。すると、ユーザ端末９００
は、当該物品の購入を希望する者のために仲介サーバ３００が用意したコンテンツ（以下
、「購入希望者用ページ」という）へ自動的にアクセスする（Ｓ１２８）。購入希望者用
ページの例を図６（ｂ）に示す。このページには、オブジェクトＭＳＧ７１、オブジェク
トＯＢ１、オブジェクトＯＢ２、およびオブジェクトＯＢ３が配置されている。オブジェ
クトＭＳＧ７１は、予め保管物品の登録時にユーザまたは倉庫端末５００の作業員によっ
て作成され、記憶部３３０に記憶されている情報である。オブジェクトＯＢ１ないしオブ
ジェクトＯＢ３は、購入希望の有無およびユーザ端末の９００のユーザが希望する購入価
格（以下、「希望購入価格」という）をユーザ端末９００のユーザに入力させるためのオ
ブジェクトである。
【００３６】
　図６（ｂ）においてオブジェクトＯＢ２が指定されると、仲介サーバ３００はユーザ端
末９００に対して、オブジェクトＭＳＧ７４を含む図６（ｃ）に示すコンテンツを提供し
、購入希望が受付けられたことをユーザ端末９００のユーザに通知する（図３での図示は
省略）。同様に、仲介サーバ３００はユーザ端末１００に対して、購入希望者が出現した
ことおよび希望購入価格を通知する（Ｓ１３２）。図７は、購入希望者が現れたときに仲
介サーバ３００からユーザ端末１００に提供されるコンテンツデータに基づいてユーザ端
末１００の画面に表示された内容の例を示す。この画面は、オブジェクトＭＳＧ２、チェ
ックボックスＣＫＢ１、入力フィールドＩＦ１を含む。オブジェクトＭＳＧ２は購入希望
者が現れたことを示すメッセージであり、チェックボックスＣＫＢ１は購入希望に係る取
引条件を受け入れる否かを入力するためのオブジェクト、入力フィールドＩＦ１は取引条
件の変更内容を入力するためのオブジェクトである。
　なお、このユーザ端末１００への通知は、購入希望者が新たに現れるかまたは同一の購
入希望者が異なる希望購入価格が更新されるかするたびに実行される。
【００３７】
　図３に戻り、ユーザ端末１００のユーザは、提示された価格に納得した場合において、
「応諾」を選択すると、応諾したことを示す情報が仲介サーバ３００に送信される（Ｓ１
３２）。一方、ユーザ端末１００のユーザが提示された価格での取引を望まない場合は、
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ユーザ端末１００のユーザが希望する価格（以下、「希望販売価格」という）を入力フィ
ールドＩＦ１に入力することができる。入力された情報は仲介サーバ３００に送信される
。なお、応諾しない場合において、希望購入価格の入力を省略し、応諾しないことを示す
情報のみを仲介サーバ３００に送信してもよい。要するに、ユーザ端末９００からの取引
の申し出に対してユーザ端末１００からの何らかの応答が仲介サーバ３００に送信されれ
ばよい。
【００３８】
　仲介サーバ３００は、ユーザ端末９００からの取引の申し出とユーザ端末１００から受
信した応答内容とに基づいて、取引の成否を判定する（Ｓ１３６）。取引成立と判定した
場合（具体的には、応諾を示す情報をユーザ端末１００から受信した場合または希望価格
受信後にユーザ端末９００から希望価格を上回る価格が提示された場合）、仲介サーバ３
００は、ユーザ端末１００に提供するコンテンツおよびユーザ端末９００に提供するコン
テンツの内容を更新し（Ｓ１３８）、ユーザ端末１００およびユーザ端末９００に取引が
成立したことを通知する（Ｓ１４０、Ｓ１４２）。
　一方、取引が成立しないと判断した場合（具体的には、Ｓ１３２において希望販売価格
を受信した場合や、ユーザ端末１００から希望販売価格を受信した後に当該希望販売価格
を下回る希望購入価格の提示をユーザ端末９００のユーザから受けた場合）は、仲介サー
バ３００は、ユーザ端末１００およびユーザ端末９００に取引が不成立であることを通知
する（Ｓ１４０、Ｓ１４２）。
【００３９】
　図８は、複数の購入希望者が現れている場合において、仲介サーバ３００にて生成され
ユーザ端末１００の画面に表示されるコンテンツの例を示す（図３のＳ１４０）。オブジ
ェクトＭＳＧ３には、購入希望者の一覧および各購入希望者が提示した価格が表示されて
いるユーザ端末１００のユーザは、オブジェクトＯＢ４を選択して希望販売価格を修正す
ることができる。
【００４０】
　図９は、仲介サーバ３００にて生成され、購入希望を通知したユーザ端末９００の画面
に表示される購入希望者用ページの例を示す。ユーザ端末９００のユーザは、取引が成立
していないこと、および自分以外にも購入希望者が存在することを確認することができる
（図３のＳ１４２）。加えて、ユーザ端末９００のユーザに希望販売価格の修正を行わせ
るためのオブジェクトＯＢ５が表示される。
【００４１】
　取引不成立の通知を受け取ったユーザ端末９００のユーザが、希望購入価格を修正して
仲介サーバ３００に送信する、あるいは新たに購入希望のユーザが現れて希望購入価格を
受信する（Ｓ１４６）たびに、仲介サーバ３００は取引の成否の判定を実行する。同様に
、ユーザ端末１００のユーザから応諾の応答または修正した希望販売価格を受け取るたび
に、取引の成否の判定を実行する（Ｓ１３６）。
【００４２】
　Ｓ１３６において取引が成立したと判定された場合、ユーザ端末１００の画面には、図
１０に示すようなオブジェクトＭＳＧ５を含むコンテンツが表示され、取引が成立した旨
と売買価格とが通知される（Ｓ１４０）。また、ユーザ端末９００には図１１に示すよう
なオブジェクトＭＳＧ６を含むコンテンツが表示され、自身の購入が確定したことが通知
される（Ｓ１４６）。そして、取引の実行（配送処理および決済処理）に必要な情報を入
力するための入力フィールドＩＦ２が表示される。ユーザ端末９００のユーザは、保管物
の配送先として必要な住所、氏名と、決済処理に必要な情報（この例ではクレジットカー
ド番号）を入力する。入力された情報は仲介サーバ３００に送信される（Ｓ１４７）。な
お、購入希望者のうち取引に至らなかったことが確定したユーザのユーザ端末９００には
、他の人との間で取引が確定したことが通知されてもよい。
　なお、ユーザ端末９００のユーザが既に仲介サーバ３００への登録を行っており、ユー
ザ端末９００が仲介サーバ３００にアクセスする時点で当該ユーザに対する認証が完了し
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ている場合は、当該ユーザは、住所、氏名と、決済処理に必要な情報を入力する必要はな
い。例えば、仲介サーバ３００はユーザ端末９００のユーザについての情報を記憶部３３
０から読み出して入力フィールドＩＦ２に表示し、自動入力された情報に対する当該ユー
ザの承認を受け付けるだけでもよい。
【００４３】
　続いて仲介サーバ３００は、取引対象の保管物の配送を手配する。具体的には、ユーザ
端末９００から取得した情報（送り先）および保管物に関する情報（保管場所（つまり集
荷場所としての倉庫の住所および名称）および物品の種類や区分など）を記憶部３３０か
ら読み出し、配送情報を生成する（Ｓ１４８）。配送情報は配送管理サーバ２００に送信
される（Ｓ１５０）。配送管理サーバ２００は、仲介サーバ３００から受信した配送情報
に基づいて配送伝票の作成、倉庫端末５００への集荷を含む配送処理を行う（Ｓ１５２）
。
【００４４】
　加えて、仲介サーバ３００は、ユーザ端末９００から提供された決済に関する情報に基
づいて、金融機関のサーバと情報の授受を行うなどして、ユーザ端末９００からの代金の
徴収、ユーザ端末１００へ代金の支払い、配送業者への配送料の支払い、および仲介サー
バ３００が受け取るべき手数料の徴収を行う。
【００４５】
　上記実施例によれば、物品の保管を管理するサーバとは異なるサーバが提供するネット
ワーキング機能ないしコミュニティ形成機能を活用して、保管物品やそれが販売対象とな
っている事実を広く第三者に知らしめることができる。この際、販売希望者は保管物の管
理ページから購入希望するオブジェクトを指定し、送られてきたリンク情報をコピー＆ペ
ーストするかまたはアイコンをクリックするという簡単な操作を行うだけでよい。
　加えて、販売者側のユーザも購入側のユーザも発送処理に関与する必要がない。さらに
、発送処理に必要な住所・氏名等の個人情報が、互いに相手に知られることがない。
　また、倉庫の従業員などの取引当事者以外の人間によって保管物品の情報について生成
される場合は、取引の信頼性が担保される。
【００４６】
　＜その他の実施例＞
　また、図５～１１に示すユーザインタフェースの構成はあくまで例示であって、例えば
オブジェクトの種類や配置はこれに限られない。例えば、チェックボックスに替えてプル
ダウンメニューを採用してもよい。
【００４７】
　注文の方式や受付けのタイミング、取引成立の判断方法、価格の指定方法、その他の取
引の形態や方式については、上述の内容は一例にすぎず、例えば金融取引や各種オークシ
ョンで用いられている既存の形態や方式を採用することができる。
　例えば、ユーザの属性や過去の取引の履歴など、価格以外の要素を加味して取引成立を
判定してもよい。具体的には、同一の物品に対して複数のユーザ端末９００から当該物品
の譲渡の依頼を受けた場合、価格に加え、記憶部３３０に記憶されているユーザ情報に基
づいて、取引を成立させる一のユーザ端末９００を決定してもよい。例えば、仲介サーバ
３００は、ユーザ端末１００のユーザがユーザ端末９００のユーザについての条件（例え
ば、年齢や性別からその物品を大切に使うと推定されるユーザや、仲介システム１０にお
ける過去の取引状況から買い手と似たような趣味・嗜好を有すると推定されるユーザ）を
指定しておき、希望販売価格と希望購入価格とが合致しなくても、その差が所定以内であ
れば、ユーザについて条件を満たす場合には、取引が成立したとみなしてもよい。
【００４８】
　要するに、本発明に係るシステムにおいては、サーバにて、第１ユーザ端末からの要求
に応じて、物品の保管場所を登録するステップと、前記サーバが、第２ユーザ端末からの
要求に応じて、前記物品の譲渡の依頼があったことを前記第１ユーザ端末に通知するステ
ップと、前記第２ユーザ端末から前記サーバに前記物品の配送先を送信するステップと、
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前記サーバが、前記第１ユーザ端末からの要求に基づいて、配送管理サーバに対し、前記
物品を前記場所から前記配送先に配送するよう依頼するステップとが実行されていればよ
い。
【符号の説明】
【００４９】
１００・・・ユーザ端末、２００・・・配送管理サーバ、３００・・・仲介サーバ、４０
０・・・ＳＮＳサーバ、５００・・・倉庫端末、７００・・・ネットワーク、９００・・
・ユーザ端末、３１０・・・情報処理部、３２０・・・通信部、３３０・・・記憶部、３
２９・・・第１通信部、３２１・・・送信部、３２２・・・通知部、３２３・・・応答受
付部、３２４・・・第２通信部、３２５・・・第３通信部、３１２・・・ユーザ認証部、
３１３・・・生成部、３１４・・・配送依頼部、３１５・・・決済処理部、３１１・・・
登録部、３１９・・・制御部
【要約】
【課題】ユーザ間で行われる物品の取引を支援する。
【解決手段】本発明にかかる仲介方法は、仲介サーバ（３００）において、保管されてい
る物品と保管依頼者とを登録するステップ（Ｓ１０４）と、仲介サーバにおいて、第１ユ
ーザ端末（１００）からの要求に応じて、前記物品についての情報へアクセスするための
リンク情報を生成するステップ（Ｓ１１４）と、該リンク情報を第１ユーザ端末に送信す
るステップ（Ｓ１１６）と、第１ユーザ端末から第２サーバ（４００）にリンク情報を送
信するステップ（Ｓ１２２）と、仲介サーバが、物品の譲渡の依頼があったことを前記第
１ユーザ端末に通知するステップ（Ｓ１３０）と、第２ユーザ端末（９００）から仲介サ
ーバに物品の配送先を送信するステップ（Ｓ１４６）と、仲介サーバが、第１ユーザ端末
からの要求に基づいて、配送管理サーバに対して配送を依頼するステップ（Ｓ１５０）と
を有する。
【選択図】図３

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６（ａ）】

【図６（ｂ）】

【図６（ｃ）】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】
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